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電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
） 

改
正
案 

現
行 

(

定
義
等) 

(

定
義
等) 

第
二
条 

電
波
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
別
に
規
定
せ

ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

電
波
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
別
に
規
定
せ

ら
れ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

一
～
二
十
八
の
四 

（
略
） 

一
～
二
十
八
の
四 

（
略
） 

二
十
八
の
四
の
二 

「
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
」
と
は
、
二
値
の
デ
ジ
タ
ル

情
報
を
送
る
放
送
で
あ
つ
て
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、

他
の
放
送
の
電
波
に
重
畳
し
て
行
う
放
送
で
な
い
も
の
を
い
う
。 

 

二
十
八
の
五
～
九
十
三 

（
略
） 

二
十
八
の
五
～
九
十
三 

（
略
） 

（
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
） 

第
六
条
の
三
の
二 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

放
送
法
第
五
十
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
で
あ
る

放
送
免
許
人
等
が
、
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
請
求
若
し
く

は
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

さ
れ
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
を
確
認
し
、
又
は
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
（
人
工
衛
星
の
無
線
局
に

よ
り
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
及
び
移
動
受
信
用
地
上
放
送
（
放
送
法

第
二
条
第
二
号
の
二
の
六
に
規
定
す
る
移
動
受
信
用
地
上
放
送
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
を
除
く
。
）
が
、
同
項
に
規
定
す
る
議

（
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
） 

第
六
条
の
三
の
二 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

放
送
法
第
五
十
二
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
で
あ
る

放
送
免
許
人
等
が
、
同
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
請
求
若
し
く

は
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出

さ
れ
る
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の
割
合
を
確
認
し
、
又
は
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
一
般
放
送
事
業
者
（
人
工
衛
星
の
無
線
局
に

よ
り
放
送
を
行
う
一
般
放
送
事
業
者
を
除
く
。）
が
、
同
項
に
規
定
す
る
議
決

権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
以
外
の
株
式
を
特
定
す
る
た
め
、
放
送
免
許

人
等
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
（
放
送
免
許
人
等
の
議
決
権
の
十
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決
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
株
式
以
外
の
株
式
を
特
定
す
る
た
め
、
放
送
免

許
人
等
の
議
決
権
を
有
す
る
法
人
又
は
団
体
（
放
送
免
許
人
等
の
議
決
権
の

十
分
の
一
以
上
を
占
め
る
者
（
当
該
放
送
免
許
人
等
を
そ
の
子
会
社
と
す
る

認
定
放
送
持
株
会
社
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
対
し
、
書
面
又
は
電
子
情
報

処
理
組
織
（
放
送
免
許
人
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
照
会
を
受
け
る

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報

処
理
組
織
を
い
う
。）
の
使
用
に
よ
り
、
そ
の
者
に
占
め
る
一
の
外
国
法
人
等

の
議
決
権
の
割
合
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
照
会
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
法
人
又
は
団
体
が
当
該
照
会
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
営
業
日
以

内
に
そ
の
回
答
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
占
め
る
こ

れ
ら
の
放
送
免
許
人
等
の
議
決
権
の
す
べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権

の
割
合
と
し
て
第
一
項
の
計
算
を
す
る
。 

分
の
一
以
上
を
占
め
る
者
（
当
該
放
送
免
許
人
等
を
そ
の
子
会
社
と
す
る
認

定
放
送
持
株
会
社
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
対
し
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処

理
組
織
（
放
送
免
許
人
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
照
会
を
受
け
る
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。）
の
使
用
に
よ
り
、
そ
の
者
に
占
め
る
一
の
外
国
法
人
等
の

議
決
権
の
割
合
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
照
会
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
法
人
又
は
団
体
が
当
該
照
会
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
営
業
日
以
内

に
そ
の
回
答
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
法
人
又
は
団
体
の
占
め
る
こ
れ

ら
の
放
送
免
許
人
等
の
議
決
権
の
す
べ
て
を
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議
決
権
の

割
合
と
し
て
第
一
項
の
計
算
を
す
る
。 

(

開
設
計
画
の
認
定
の
公
示) 

(

開
設
計
画
の
認
定
の
公
示) 

第
十
一
条
の
二
の
六 

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

公
示
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
一
条
の
二
の
六 

法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
七
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

公
示
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

認
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

一 

認
定
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称 

二 

当
該
認
定
計
画
に
係
る
特
定
基
地
局
の
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
陸
上
に

開
設
す
る
移
動
す
る
無
線
局
の
移
動
範
囲
又
は
当
該
認
定
計
画
に
係
る
特

定
基
地
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
移
動
受
信
用
地
上
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地

域 
二 

当
該
認
定
計
画
に
係
る
特
定
基
地
局
の
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
陸
上
に

開
設
す
る
移
動
す
る
無
線
局
の
移
動
範
囲 

２
・
３ 

（
略
） 

 

２
・
３ 

（
略
） 

 

 
 

 


	Text2: 別添５


